
都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱 

 

制 定 令和３年７月 ２日 

改 正 令和６年５月 １日 

 

（委員会の設置） 

第１条 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領（以下「運用要領」という。）第

５条第１項に基づき、都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会（以下

「技術審査委員会」という。）を設置する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、都市整備局公共工事総合評価落札方式実施

要領（以下「実施要領」という。）の例による。 

 

（所掌事務） 

第３条 技術審査委員会は、運用要領第５条第２項に掲げる事項について審議する。 

２ 技術審査委員会は、実施要領第３条第３項に基づき依頼を受けた工事の目的、概

要及び総合評価落札方式を適用する理由とその導入効果について事業主管局等から

説明を受け、総合評価落札方式の適用について審査し、その可否を決定する。 

３ 委員長は、前項及び運用要領第５条第２項第２号から第４号までの審査結果を、

契約を主管する局に通知するものとする。 

 

（組織） 

第４条 技術審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は別表に掲げる者とする。 

３ 委員長は、技術審査委員会を代表し、総括する。 

４ 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代

理する。 

 

（会議） 

第５条 技術審査委員会は、委員長が招集する。 

２ 技術審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

３ やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を

出席させることができる。 

４ 技術審査委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

５ 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を

伺うことで決議に代えることができる。 



６ 技術審査委員会は、運用要領第７条に基づき学識経験者に意見を聴取し、意見聴

取の方法は、学識経験者を招き会議形式で意見聴取する方法又は個別に意見聴取す

る方法のいずれかによるものとする。 

７ 前項の学識経験者は、公共工事の総合評価落札方式に関する学識経験を有する者

から、都市整備局公共工事総合評価落札方式検討委員として、市長が２人以上委嘱

する。 

 

（ウェブ会議の方法による会議の開催等） 

第６条 技術審査委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法（インタ

ーネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う

方法をいう。以下同じ。）で技術審査委員会に参加することができる。この場合に

おいて、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって技術審査委員

会に出席したものとみなす。 

２ 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、技術審査委員会をウェ

ブ会議の方法により開催するものとする。 

 

（庶務） 

第７条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を企画部公共建築課（企画設

計グループ）に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長

が別に定めることができる。 

 

附 則 

この要綱は令和３年７月２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和６年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会 委員名簿 

委員長 都市整備局工事主管担当部長（＊１） 

委員 都市整備局工事主管担当部長（＊２） 

委員 企画部公共建築課長 

委員 企画部工事担当課長 

委員 企画部設備担当課長 

委員 住宅部建設課長 

委員 住宅部工事担当課長 

委員 住宅部設備担当課長 

委員 都市整備局工事主管担当課長（＊３） 

委員 事業主管局担当課長（＊４） 

（＊１）企画部公共建築課発注の建築工事は公共建築室長 

企画部公共建築課発注の設備工事は建築設備担当部長 

住宅部建設課発注の工事は住宅部長 

工事主管担当部長が複数となる場合、委員長は互選により定める 

技術審査委員会開催時以外の場合、委員長は公共建築室長とする 

（＊２）工事主管担当部長が複数となる場合、委員長以外の工事主管担当部長とする

（複数名可） 

（＊３）当該工事主管担当課長が、企画部公共建築課長、企画部設備担当課長、住宅

部建設課長、住宅部設備担当課長のいずれとも異なる場合 

（＊４）当該事業主管局等が都市整備局以外の場合（特別簡易型において、過去に行

った同種の案件と落札者決定基準等の変更がない場合を除く） 

 


